様式第2号（第8条関係）
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年　　月　　日発行

豊郷町長　氏名　
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	(裏)
	1　本証は保育料その他の徴収金の賦課徴収に関する事務を行う場合には必ず携帯しなければならない。

2　本証は関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

3　本証は他人に貸与し、または譲渡してはならない。

4　本証は資格を喪失したとき、返還しなければならない。
	
	



